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ハピママメーカープロジェクト

共同代表 石川菜摘

大学在学中から風俗業界、キャバクラ店などでキャストとして働き、

大学卒業後、大学時代からの鬱病が悪化し、公務員になるも隔離病棟へ。

退院後再度夜業界で、キャスト・スタッフとして働く。

その後はキャストやスタッフとして働きながら昼職を兼業などし現在はボーイ業兼、
昼業界で働く。

2020年3月から新型コロナウィルス及び緊急事態宣言の影響で働いていたキャバクラ店
が営業困難に。

自分自身も収入が途切れ生活困窮。

夜業界のコロナ禍の打撃を目の当たりにし緊急支援（フードパントリー：食料無償提
供活動及び支援相談）を2020年5月から開始。

【確定申告勉強会や交流活動、弁護士相談、社会福祉士による生活保護等福祉相談、
スクールカウンセラーによる子育て相談、住まいの相談等】



ハピママメーカープロジェクト理念

・公的支援の届きにくい夜職の女性たちに対し、自助ネット
ワークを構築し、公的機関とのパイプ役となる

・夜のお店を“辞めさせること”が大事なのではなく、問題は選
択肢が少ないこと。夜のお店も含めて、選択肢を増やせるよう
に支援をおこなう。

・こどもにとって大切な保護者の笑顔を守ること。

・すべての職に敬意を払い、そこで働く人々とその子ども達が
なにものにも脅かされないよう、信念をもって活動する

・ピアサポート「同じような立場の人によるサポート」を重視
し、当事者を常に複数名団体におき、当事者の方の気持ちを重
視する

・上記の点で、「当事者」には色々な感情、立場があることを
理解し、一括でみないこと、丁寧に個々に思いを寄せることを
欠かさない

・「当事者」だけに縛られず、客観的に団体活動をとらえるた
めにも、専門家やその他のメンバーを団体に置く。





現在の活動内容
NO1 交流活動

①孤立しやすい夜業界で働くシングルマザーや、キャスト同士
の横の繋がり作り

②交流カフェ、季節ごとのイベント（七夕イベント等）

NO2住まいの相談窓口
①住居の確保のための相談、初期費用の相談、収支健全化等
（夜業界で働く女性は収入の不安定さから通常の賃貸が借りれ

ず、高い賃貸を紹介される等の問題）

NO3.スキルアップ、勉強会、就労移行支援
外部団体等と連携を取りながら、無理なく徐々に昼業界へ転職
や、夜業界での自立（納税含む）を促し、伴走して支援する。

確定申告勉強会、学習支援

NO4.行政、福祉相談及び専門機関や、専門家への繋ぎ、希死念
慮のある方、DV等で逃げている子供連れの方への緊急対応（訪

問、休憩所スペースの提供等）

フードパントリー
（食材無償配布活動）の開催

コロナ禍：毎月第1日曜
今年度：隔月1回、長期休み前の特別開

催、緊急支援





目指すゴール

消えてしまいたいと思ったときに

何もかもを投げ出しても駆け込める居場所作り

“ありのままを受け入れてくれる場所”



コロナ禍と国の対応

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、政府は個人や事業者を対象に様々な給付金制度を打ち
出した。経済産業省外局の中小企業庁が所管する「持続化給付金（営業自粛などで影響を受け
た中小事業者やフリーランスを個人事業者を対象に給付し、上限額は個人は最大100万円、法人
は200万円）」や「家賃支援給付金（家賃負担の軽減を目的とし、給付金の上限額は個人は最大
300万円、法人は最大600万円※新規の申請は終了）」は、代表的な支援策だ。

ただし、2つの給付制度には共に不給付要件が設けられている。

性風俗関連特殊営業（風営法2条5項）に規定されるソープランド、ファッションヘルス、ラブ
ホテル、ストリップ劇場、デリバリーヘルス（デリヘル）などの多岐にわたる性風俗事業者は、
対象から外されている。他方で従業員は店と業務委託契約を結ぶ個人事業主とみなされ、給付
金の対象となっている。

一体なぜ性風俗事業者は給付対象から除外されたのか。その理由を問われ、梶山弘志経済産業
相は昨年5月の参院予算委員会で「社会通念上、公的支援による支援対象とすることに国民の理
解が得られにくい」と説明している。

https://withnews.jp/articl

e/f0210415000qq00000000

0000000W0fp10301qq00002

2844A

「セックスワークにも給付
金を」性風俗差別、憲法訴
訟として戦う理由

https://withnews.jp/article/f0210415000qq000000000000000W0fp10301qq000022844A



